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福 井 県 屋 外 広 告 物 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 新 旧 対 照 表  

福 井 県 屋 外 広 告 物 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 三 十 九 年 福 井 県 規 則 第 五 十 四 号 ）  

改 正 後 （ 案 ）  現 行  

別 表 第 一 （ 第 二 条 の 二 関 係 ）  別 表 第 一 （ 第 二 条 の 二 関 係 ）  

一 禁 止 地 域 等  一 禁 止 地 域 等  

種 別  地 域 ま た  は 場 所  

第 三 種 禁 止 地 域  １ 条 例 第 二 条 第 一 項 第 一 号 に 掲 げ る 地 域 の う ち 、 第

一 種 低 層 住 居 専 用 地 域 、 第 二 種 低 層 住 居 専 用 地 域 、

第 一 種 中 高 層 住 居 専 用 地 域 、 第 二 種 中 高 層 住 居 専 用

地 域 お よ び 田 園 住 居 地 域  

２ 条 例 第 二 条 第 一 項 第 十 一 号 の 二 お よ び 第 十 五 号

の 二 に 掲 げ る 地 域  

３ 条 例 第 二 条 第 一 項 第 十 二 号 か ら 第 十 四 号 ま で 、 第

十 六 号 お よ び 第 十 八 号 の 規 定 に よ り 知 事 が 第 三 種

禁 止 地 域 と し て 定 め る 地 域  
 

種 別  地 域 ま た  は 場 所  

第 三 種 禁 止 地 域  １ 条 例 第 二 条 第 一 項 第 一 号 に 掲 げ る 地 域 の う ち 、 第

一 種 低 層 住 居 専 用 地 域 、 第 二 種 低 層 住 居 専 用 地 域 、

第 一 種 中 高 層 住 居 専 用 地 域 お よ び 第 二 種 中 高 層 住

居 専 用 地 域  

２ 条 例 第 二 条 第 一 項 第 十 一 号 の 二 お よ び 第 十 五 号

の 二 に 掲 げ る 地 域  

３ 条 例 第 二 条 第 一 項 第 十 二 号 か ら 第 十 四 号 ま で 、 第

十 六 号 お よ び 第 十 八 号 の 規 定 に よ り 知 事 が 第 三 種

禁 止 地 域 と し て 定 め る 地 域  
 

 二 略   二 略  

  

別 表 第 四 （ 第 九 条 関 係 ）  別 表 第 四 （ 第 九 条 関 係 ）  

案 内 広 告 物 等 許 可 基 準  案 内 広 告 物 等 許 可 基 準  

一 ～ 二 略  一 ～ 二 略  

三 細 則  三 細 則  

１ 禁 止 地 域 等 に お け る 広 告 物 等 の 大 き さ お よ び 表 示 ま た は 設 置 の

方 法 等 は 、 次 の と お り と す る 。  

１ 禁 止 地 域 等 に お け る 広 告 物 等 の 大 き さ お よ び 表 示 ま た は 設 置 の

方 法 等 は 、 次 の と お り と す る 。  

 ㈠ ～ ㈣  略   ㈠ ～ ㈣  略  
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 ㈤ ㈠ か ら ㈣ ま で に 定 め る 基 準 の ほ か 、 次 に 掲 げ る 表 示 ま た は 設 置

の 場 所 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 次 に 定 め る 基 準 に 適 合 す る こ と 。  

㈤ ㈠ か ら ㈣ ま で に 定 め る 基 準 の ほ か 、 次 に 掲 げ る 表 示 ま た は 設 置

の 場 所 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 次 に 定 め る 基 準 に 適 合 す る こ と 。  

表 示 ま た は 設 置 の 場

所  

基  準  
条 例 第 二 条 第 一 項 第

十 三 号 に 掲 げ る 地 域  

１ 最 短 経 路 接 続 地 点 か ら 一 キ ロ メ ー ト ル の 区

域 内 に 表 示 し 、 ま た は 設 置 す る も の で あ る こ

と 。  

２ 数 量 は 、 案 内 し よ う と す る 一 つ の 事 業 所 等 に

つ き 二 個 以 内 で あ る こ と 。  

条 例 第 二 条 第 一 項 第

十 三 号 に 掲 げ る 地 域

以 外 の 地 域  

１ 案 内 し よ う と す る 事 業 所 等 か ら 一 キ ロ メ ー

ト ル の 区 域 内 に 表 示 し 、 ま た は 設 置 す る も の で

あ る こ と 。  

２ 数 量 は 、 案 内 し よ う と す る 一 つ の 事 業 所 等 に

つ き 二 個 以 内 で あ る こ と 。  
 

表 示 ま た は 設 置 の 場

所  

基  準  

条 例 第 二 条 第 一 項 第

十 三 号 に 掲 げ る 地 域  

１ 最 短 経 路 接 続 地 点 か ら 一 キ ロ メ ー ト ル の 区

域 内 に 表 示 し 、 ま た は 設 置 す る も の で あ る こ

と 。  

２ 数 量 は 、 案 内 し よ う と す る 一 つ の 事 業 所 等 に

つ き 二 個 以 内 で あ る こ と 。  

条 例 第 二 条 第 一 項 第

十 三 号 に 掲 げ る 地 域

以 外 の 地 域  

１ 案 内 し よ う と す る 事 業 所 等 か ら 一 キ ロ メ ー

ト ル の 区 域 内 に 表 示 し 、 ま た は 設 置 す る も の で

あ る こ と 。  

２ 数 量 は 、 案 内 し よ う と す る 一 つ の 事 業 所 等 に

つ き 二 個 以 内 で あ る こ と 。  
 

備 考 条 例 第 二 条 第 一 項 第 十 三 号 に 掲 げ る 地 域 以 外 の 地 域 が 、 第 一 種

低 層 住 居 専 用 地 域 、 第 二 種 低 層 住 居 専 用 地 域 、 第 一 種 中 高 層 住 居 専

用 地 域 、 第 二 種 中 高 層 住 居 専 用 地 域 ま た は 田 園 住 居 地 域 で あ る 場 合

は 、 必 要 が あ れ ば 数 量 を 四 個 以 内 と す る こ と を 妨 げ な い 。  

備 考 条 例 第 二 条 第 一 項 第 十 三 号 に 掲 げ る 地 域 以 外 の 地 域 が 、 第 一 種

低 層 住 居 専 用 地 域 、 第 二 種 低 層 住 居 専 用 地 域 、 第 一 種 中 高 層 住 居 専

用 地 域 ま た は 第 二 種 中 高 層 住 居 専 用 地 域 で あ る 場 合 は 、 必 要 が あ れ

ば 数 量 を 四 個 以 内 と す る こ と を 妨 げ な い 。  

附 則   

こ の 規 則 は 、 平 成 三 十 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。   

 


